
国立公園において利用者の立ち入り増加により自然環境あるいは生態系等への影響が懸念される地区の事例
（環境省自然環境局調べ）

国立公園及び地区
（土地所有者：地域区分） 概要

1★国立公園☆半島地区
（国有林及び環境省所管地：特
保、一種）

　当該地区は、既に地元関係機関の合意で立ち入り禁止とされているが、ヒグマの観察が容
易に出来ることからカメラマン等を中心に入り込むものが増えている。野営による裸地の拡
大、ヒグマとの軋轢等が高まっており、早急に適正な利用方策を確立する必要がある。極め
て原生的な雰囲気を保つ地区であり、利用に当たっては、既存道路、裸地以外への進入を厳
に禁止すると共に、ヒグマの生態に影響を与える行為を禁止する等の必要がある。
　また、海岸線一帯は、カヌーや渡船による立ち入りが急速に増加しており、２００１年８

2★国立公園☆湖地区
（国有林及び民間：特保）

　原生的な自然環境を有する湖沼地帯で、貴重な水生植物の生育地としても重要な地区であ
る。厳正な保護を図るため土地所有者である国有林当局等によって立ち入りが禁止されてい
るが、近年立ち入るものが増えており、地元からは観光振興のために開放すべきとの声も出

3★国立公園☆湖地区
（一種）

　湖の静寂と湖岸の自然環境保全のため動力船の乗り入れが自然公園法に基づき禁止されて
いるが、カヌー等非動力船の利用者が増加している。地元関係機関ではカヌー等の利用につ
いても禁止としているが法的効力はなく、実効性確保が困難。

4★国立公園☆湖地区
（一種）

　厳正な自然環境を保全する観点から利用対象としておらず、施設も整備されていない島
に、地元漁業組合が遊魚料を徴収して利用者を渡している。同島への立ち入り規制について
明確な取り決めはなく、自然環境の荒廃が懸念されている。

5★国立公園☆湿原地区
（財務省所管地：特保）

　カヌー利用のために多くの立ち入りがある。タンチョウ生息地や湿地植物群落等の破壊な
ど、自然生態系に甚大な支障が生じており、利用施設、道路、水面等を除いた立ち入りの制
限等早急の利用調整措置が必要となっている。

6★国立公園☆山地区
（公有林：特保、一種、二種）

　山岳の主要縦走路からはずれているためこれまであまり利用されていない地区であるが、
手つかずの広大な湿原であり、近年は植物観察等のため立ち入るものが増えている。このま
ま利用者が増加すれば、踏み分け道の発生に始まり、木道、トイレ等の整備を余儀なくさ
れ、現状の原生的な雰囲気が破壊されることが容易に想定され、早急な利用の調整が必要と

7★国立公園☆沼地区
（国有林：特保）

　☆沼は原生林に囲まれた「神秘の湖」として知られる。原生な保護を図るため国有林当局
により入山は禁止されているが、近年釣り人等の立ち入りが増大している。釣り団体等から
は立ち入り禁止に異議も唱えられており、適正なルールに則った利用も議論されている。

8★国立公園☆海岸地区
（特保）

　砂丘上に原生林と細長い湿地、沼が海岸と平行してサンドイッチ状に並ぶ特異な景観地。
これまで一般には知られておらず、歩道等の整備もされていないが、近年そのすばらしさが
利用者に伝わり始めており、地元では観光資源としての整備も検討されている。脆弱な自然
地であり、利用を推進するとしても入り込みのルールが必要となっている。

9★国立公園☆川下流地区
（公園指定予定）

　☆川下流は湿原を河川が蛇行しながらゆったりと流れ、優れた原始的自然景観を呈してい
る。河畔には湿原が広がり、縄文時代の遺跡も存在する。現在、国立公園区域に指定する作
業を行っているが、近年、カヌー利用が増大していることから、指定後はカヌーによる立ち
入りのルールを制定し、厳格に運用する必要がある。

10 ★国立公園☆渓流地区
（国有林：特保）

　☆渓流には多くの利用者が訪れており、歩道の整備さているが、近年は写真撮影や釣り人
を中心に歩道外に立ち入る利用者が後を絶たず、裸地化が進行している。このため立ち入り
の制限等早急な利用調整措置が必要となっている。

11 ★国立公園☆湿原地区
（国有林：特保）

　当該地には貴重な生態系を有する高層湿原が点在しているが、近年登山者による湿原への
立ち入りが増加しており、立ち入り制限等の早急な措置が必要となっている。

12 ★国立公園☆浜地区
（特保）

　☆浜には白色の岩塊が特異な景観を呈する海岸線で、従来通行可能な浜がなく、利用者の
立ち入り等の問題はなかったが、近年、汀線に土砂が堆積し、干潮時には立ち入りが可能と
なっている。岸塊の欠損のおそれがあり、地元では立ち入り禁止措置が合意されているが、

13 ★国立公園☆山地区
（私有地：特保）

　蛇紋岩系の特異な高山植物が広がっており、かねてより登山道の判然としない残雪期の入
山を禁止しているが、法的根拠がないため登山者が跡を絶たず、踏み荒らし等により貴重な
植生の破壊が進行しており、早急に利用の調整が必要となっている。


